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(57)【要約】
【課題】余剰なはんだが側面を伝わり難い構造の銅ピラ
ーバンプを提供する。
【解決手段】本銅ピラーバンプは、半導体チップの電極
パッド上に形成される銅ピラーバンプであって、第１銅
層と、前記第１銅層の直上に形成された第１金属層と、
前記第１金属層の直上に形成された第２銅層と、前記第
２銅層の直上に形成された第２金属層と、を有し、前記
第１金属層及び前記第２金属層は、銅とはエッチングレ
ートが異なる金属から形成され、前記第１金属層の外周
側は、前記第１銅層の側面よりも外側に環状に突起して
おり、前記第２金属層の外周側は、前記第２銅層の側面
よりも外側に環状に突起している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体チップの電極パッド上に形成される銅ピラーバンプであって、
　第１銅層と、
　前記第１銅層の直上に形成された第１金属層と、
　前記第１金属層の直上に形成された第２銅層と、
　前記第２銅層の直上に形成された第２金属層と、を有し、
　前記第１金属層及び前記第２金属層は、銅とはエッチングレートが異なる金属から形成
され、
　前記第１金属層の外周側は、前記第１銅層の側面よりも外側に環状に突起しており、
　前記第２金属層の外周側は、前記第２銅層の側面よりも外側に環状に突起している銅ピ
ラーバンプ。
【請求項２】
　前記第１銅層の直下にシード層が形成され、
　前記第１金属層の外周側が前記第１銅層の側面よりも外側に突起する突起量、及び前記
第２金属層の外周側が前記第２銅層の側面よりも外側に突起する突起量は、前記シード層
の厚さよりも大きい請求項１に記載の銅ピラーバンプ。
【請求項３】
　前記第１金属層及び前記第２金属層の材料は、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｃｏ、Ａｕ、
Ａｇ、Ｐｔ、Ｐｄの何れかである請求項１又は２に記載の銅ピラーバンプ。
【請求項４】
　前記第１金属層及び前記第２金属層の材料は、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｃｏの何れか
である請求項３に記載の銅ピラーバンプ。
【請求項５】
　銅層と、銅とはエッチングレートが異なる金属から形成された金属層とが順次積層され
た積層膜が、前記第１金属層と前記第２銅層との間に少なくとも１層以上形成され、
　前記金属層の外周側は、前記銅層の側面よりも外側に環状に突起している請求項１乃至
４の何れか一項に記載の銅ピラーバンプ。
【請求項６】
　前記第２金属層の直上に、はんだ層が形成されている請求項１乃至５の何れか一項に記
載の銅ピラーバンプ。
【請求項７】
　前記第２金属層の直上に、前記第２金属層よりもはんだ濡れ性に優れた材料からなる金
属層が形成されている請求項１乃至５の何れか一項に記載の銅ピラーバンプ。
【請求項８】
　前記第２金属層の直上に、銅層とはんだ層が順次積層されている請求項１乃至５の何れ
か一項に記載の銅ピラーバンプ。
【請求項９】
　請求項１乃至８の何れか一項に記載の銅ピラーバンプが電極パッド上に形成された半導
体チップ。
【請求項１０】
　配線基板と、請求項９に記載の半導体チップと、を有し
　前記配線基板と前記半導体チップが前記銅ピラーバンプを介して電気的に接続された半
導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、銅ピラーバンプ、半導体チップ、半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　半導体チップを配線基板に実装した半導体装置が知られている。このような半導体装置
では、配線基板のパッドとの接続用として半導体チップの電極パッド上にバンプを設ける
場合がある。バンプとしては、例えば、材料の異なる複数の金属層を積層した構造が挙げ
られる。半導体チップのバンプと、配線基板のパッドとは、はんだにより接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２９５１０９号公報
【特許文献２】米国特許明細書第１０４０３５９０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　半導体チップと配線基板との間で信頼性の高い接続を実現するためには、十分な量のは
んだが必要であるが、はんだの量が多いと、バンプの側面を余剰なはんだが伝わり、はん
だが半導体チップ側に接触する場合がある。この場合、半導体チップ側に接触したはんだ
により回路ショート等のトラブルが発生するおそれがある。
【０００５】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、余剰なはんだが側面を伝わり難い構
造の銅ピラーバンプを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本銅ピラーバンプは、半導体チップの電極パッド上に形成される銅ピラーバンプであっ
て、第１銅層と、前記第１銅層の直上に形成された第１金属層と、前記第１金属層の直上
に形成された第２銅層と、前記第２銅層の直上に形成された第２金属層と、を有し、前記
第１金属層及び前記第２金属層は、銅とはエッチングレートが異なる金属から形成され、
前記第１金属層の外周側は、前記第１銅層の側面よりも外側に環状に突起しており、前記
第２金属層の外周側は、前記第２銅層の側面よりも外側に環状に突起している。
【発明の効果】
【０００７】
　開示の技術によれば、余剰なはんだが側面を伝わり難い構造の銅ピラーバンプを提供で
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１実施形態に係る銅ピラーバンプを有する半導体チップを例示する部分断面図
である。
【図２】第１実施形態に係る銅ピラーバンプの製造工程を例示する図（その１）である。
【図３】第１実施形態に係る銅ピラーバンプの製造工程を例示する図（その２）である。
【図４】第１実施形態に係る銅ピラーバンプの製造工程を例示する図（その３）である。
【図５】比較例に係る半導体チップを配線基板のパッドに接続する様子を模式的に示す図
である。
【図６】本実施形態に係る半導体チップを配線基板のパッドに接続する様子を模式的に示
す図である。
【図７】第１実施形態の変形例１に係る銅ピラーバンプを有する半導体チップを例示する
部分断面図である。
【図８】第１実施形態の変形例２に係る銅ピラーバンプを有する半導体チップを例示する
部分断面図である。
【図９】第２実施形態に係る半導体装置を例示する断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。なお、各図面にお
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いて、同一構成部分には同一符号を付し、重複した説明を省略する場合がある。
【００１０】
　〈第１実施形態〉
　［第１実施形態に係る銅ピラーバンプの構造］
　図１は、第１実施形態に係る銅ピラーバンプを有する半導体チップを例示する部分断面
図である。図１を参照すると、半導体チップ１００は、半導体基板１１０と、電極パッド
１２０と、銅ピラーバンプ１３０とを有している。
【００１１】
　なお、本実施形態では、便宜上、半導体チップ１００の電極パッド１２０側を上側又は
一方の側、その反対側を下側又は他方の側とする。又、半導体チップ１００の電極パッド
１２０側の面を一方の面又は上面、その反対側の面を他方の面又は下面とする。但し、半
導体チップ１００は天地逆の状態で用いることができ、又は任意の角度で配置できる。又
、平面視とは対象物を半導体チップ１００の回路形成面１１０ａの法線方向から視ること
を指し、平面形状とは対象物を半導体チップ１００の回路形成面１１０ａの法線方向から
視た形状を指すものとする。
【００１２】
　半導体チップ１００は、例えば、シリコン等からなる薄板化された半導体基板１１０上
に半導体集積回路（図示せず）等が形成されたものである。半導体基板１１０には、半導
体集積回路（図示せず）と電気的に接続された電極パッド１２０が形成されている。電極
パッド１２０は、例えば、アルミニウムにより形成されている。
【００１３】
　銅ピラーバンプ１３０は、半導体チップ１００の電極パッド１２０上に形成されている
。詳細には、銅ピラーバンプ１３０は、電極パッド１２０側から、金属層１３１、銅層１
３２、ニッケル層１３３、銅層１３４、ニッケル層１３５、はんだ層１３６が順次積層さ
れた構造である。例えば、平面視において、銅ピラーバンプ１３０は、電極パッド１２０
よりも小面積であり、銅ピラーバンプ１３０の外周側には電極パッド１２０が環状に露出
している。
【００１４】
　金属層１３１は、銅層１３２等を形成する際のシード層となる層であり、電極パッド１
２０の直上に形成されている（電極パッド１２０の上面に直接形成されている）。金属層
１３１の材料としては、例えば、銅（Ｃｕ）、チタン（Ｔｉ）、クロム（Ｃｒ）、タング
ステン（Ｗ）、これら２つ以上の合金、又は、これら２つ以上の積層膜等を用いることが
できる。金属層１３１の厚さは、例えば、０．０１～０．３μｍ程度とすることができる
。金属層１３１の平面形状は、例えば、略円形である。この場合、金属層１３１の直径は
１０～１００μｍ程度とすることができ、好適には２５～５０μｍ程度である。なお、本
実施形態では、一例として、金属層１３１は、チタン層上に銅層が積層された積層膜であ
るものとする。
【００１５】
　銅層１３２は、電解めっき層であり、金属層１３１の直上に形成されている。銅層１３
２の厚さは、例えば、１０～２００μｍ程度とすることができ、好適には２０～１５０μ
ｍ程度である。銅層１３２の平面形状は、金属層１３１の平面形状と略同一であり、銅層
１３２は金属層１３１と平面視で重複するように形成されている。
【００１６】
　ニッケル層１３３は、電解めっき層であり、銅層１３２の直上に形成されている。ニッ
ケル層１３３の厚さは、例えば、２～２０μｍ程度とすることができ、好適には５～１０
μｍ程度である。ニッケル層１３３の平面形状は、例えば、略円形である。この場合、ニ
ッケル層１３３の直径は、銅層１３２の直径よりも１～２０μｍ程度大きい。言い換えれ
ば、ニッケル層１３３の外周側は、銅層１３２の側面よりも外側に環状に突起しており、
突起量は０．５～１０μｍ程度の間で制御可能であるが、２～５μｍ程度であることが好
ましい。なお、ニッケル層１３３の外周側が銅層１３２の側面よりも外側に突起する突起
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量は、銅層１３２の直下に形成された金属層１３１（シード層）の厚さよりも大きい。
【００１７】
　銅層１３４は、電解めっき層であり、ニッケル層１３３の直上に形成されている。銅層
１３４の厚さは、例えば、２～２０μｍ程度とすることができ、好適には５～１０μｍ程
度である。銅層１３４の平面形状は、金属層１３１及び銅層１３２の平面形状と略同一で
あり、銅層１３４は金属層１３１及び銅層１３２と平面視で重複するように形成されてい
る。平面視において、銅層１３４は、ニッケル層１３３よりも小面積であり、銅層１３４
の外周側にはニッケル層１３３が環状に露出している。
【００１８】
　ニッケル層１３５は、電解めっき層であり、銅層１３４の直上に形成されている。ニッ
ケル層１３５の厚さは、例えば、２～２０μｍ程度とすることができ、好適には５～１０
μｍ程度である。ニッケル層１３５の平面形状は、ニッケル層１３３の平面形状と略同一
であり、ニッケル層１３５はニッケル層１３３と平面視で重複するように形成されている
。ニッケル層１３５の平面形状は、例えば、略円形である。この場合、ニッケル層１３５
の直径は、銅層１３４の直径よりも１～２０μｍ程度大きい。言い換えれば、ニッケル層
１３５の外周側は、銅層１３４の側面よりも外側に環状に突起しており、突起量は０．５
～１０μｍ程度の間で制御可能であるが、２～５μｍ程度であることが好ましい。なお、
ニッケル層１３５の外周側が銅層１３４の側面よりも外側に突起する突起量は、銅層１３
２の直下に形成された金属層１３１（シード層）の厚さよりも大きい。
【００１９】
　はんだ層１３６は、ニッケル層１３５の直上に形成されている。はんだ層１３６の形状
は、例えば、ドーム状である。ここで、ドーム状とは、中央部近傍の高さが高く、周縁部
に行くに従って低くなる形状を指す。はんだ層１３６の厚さ（中央部近傍の最大厚さ）は
、例えば、１０μｍ程度とすることができる。はんだ層１３６の平面形状は、ニッケル層
１３５の平面形状と略同一であり、はんだ層１３６はニッケル層１３５と平面視で重複す
るように形成されている。はんだ層１３６の材料としては、例えばＰｂを含む合金、Ｓｎ
とＣｕの合金、ＳｎとＡｇの合金、ＳｎとＡｇとＣｕの合金等を用いることができる。
【００２０】
　［第１実施形態に係る銅ピラーバンプの製造方法］
　次に、第１実施形態に係る銅ピラーバンプの製造方法について説明する。図２～図４は
、第１実施形態に係る銅ピラーバンプの製造工程を例示する図である。
【００２１】
　まず、図２（ａ）に示す工程では、回路形成面１１０ａに電極パッド１２０が形成され
た半導体基板１１０を準備し、半導体基板１１０上及び電極パッド１２０上に金属層１３
１を形成する。金属層１３１の材料や厚さは、前述の通りである。金属層１３１は、例え
ば、無電解めっき法やスパッタ法により形成できる。
【００２２】
　次に、図２（ｂ）に示す工程では、半導体基板１１０の回路形成面１１０ａに、レジス
ト層９００を形成する。具体的には、例えば、半導体基板１１０の回路形成面１１０ａに
、レジスト層９００として感光性樹脂からなるドライフィルムレジスト等をラミネートす
る。そして、ドライフィルムレジスト等からなるレジスト層９００を露光及び現像により
パターニングし、銅層１３２等を形成する部分の金属層１３１の上面を選択的に露出する
開口部９００ｘを形成する。
【００２３】
　次に、図２（ｃ）に示す工程では、金属層１３１をシード層（めっき給電層）に利用す
る電解めっき法により、レジスト層９００の開口部９００ｘ内に露出する金属層１３１の
上面に銅層１３２を形成する。銅層１３２の厚さは、前述の通りである。
【００２４】
　次に、図３（ａ）に示す工程では、金属層１３１をシード層（めっき給電層）に利用す
る電解めっき法により、銅層１３２上にニッケル層１３３、銅層１３４、及びニッケル層
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１３５を順次積層する。ニッケル層１３３、銅層１３４、及びニッケル層１３５の厚さは
、前述の通りである。
【００２５】
　次に、図３（ｂ）に示す工程では、金属層１３１をシード層（めっき給電層）に利用す
る電解めっき法により、ニッケル層１３５上にはんだ層１３６を積層する。はんだ層１３
６の材料やの厚さは、前述の通りである。
【００２６】
　次に、図３（ｃ）に示す工程では、図３（ｃ）に示すレジスト層９００を剥離する。レ
ジスト層９００は、例えば、水酸化ナトリウム等を含有する剥離液を用いて剥離できる。
【００２７】
　次に、図４（ａ）に示す工程で、銅をエッチング可能なエッチング液により銅層１３２
に被覆されていない金属層１３１を溶解して除去する。エッチング液としては、例えば、
過酸化水素／硫酸系水溶液、過硫酸ナトリウム水溶液、過硫酸アンモニウム水溶液、硝酸
等のエッチング液を用いることができる。
【００２８】
　エッチングの際に、ニッケル層１３３及び１３５は銅をエッチング可能なエッチング液
には溶解しないため、金属層１３１（チタン層上に銅層が積層された積層膜）に含まれる
銅層、銅層１３２、及び銅層１３４が選択的にエッチングされる。その結果、銅層１３２
に被覆されていない金属層１３１が除去されると共に、銅層１３２及び１３４の外周側が
エッチングされる。
【００２９】
　これにより、ニッケル層１３３の外周側は銅層１３２の側面よりも外側に環状に突起し
、ニッケル層１３５の外周側は銅層１３４の側面よりも外側に環状に突起する。エッチン
グ時間等を制御することで、ニッケル層１３３及び１３５の突起量を、金属層１３１の厚
さよりも大きくすることができる。
【００３０】
　次に、金属層１３１に含まれるチタン層を、銅及びニッケルが溶解せずにチタンが溶解
するエッチング液で除去する。これにより、銅層１３２に被覆されていない金属層１３１
は全て除去される。
【００３１】
　次に、図４（ｂ）に示す工程で、リフロー等により、はんだ層１３６を溶融後凝固させ
てドーム状等に成形する。これにより、電極パッド１２０上に銅ピラーバンプ１３０が形
成され、半導体チップ１００が完成する。
【００３２】
　ここで、比較例を交えながら、銅ピラーバンプ１３０が奏する効果について説明する。
【００３３】
　図５は、比較例に係る半導体チップを配線基板のパッドに接続する様子を模式的に示す
図である。図５に示す半導体チップ１００Ｘにおいて、電極パッド１２０上には銅ピラー
バンプ１３０Ｘが形成されている。銅ピラーバンプ１３０Ｘは、ニッケル層１３３、銅層
１３４、及びニッケル層１３５を有していない点が、銅ピラーバンプ１３０（図１等参照
）と相違する。
【００３４】
　図５（ａ）に示すように、配線基板３１０のパッド３２０上に、銅ピラーバンプ１３０
Ｘがパッド３２０側を向くように半導体チップ１００Ｘを配置し、銅ピラーバンプ１３０
Ｘのはんだ層１３６を溶融後凝固させる。例えば、はんだ層１３６を構成するはんだの量
が多いと、図５（ｂ）に示すように、銅ピラーバンプ１３０Ｘの側面を余剰なはんだが伝
わり、はんだが半導体チップ１００Ｘの回路形成面１１０ａ側に接触する場合がある。こ
の場合、回路形成面１１０ａ側に接触したはんだにより回路ショート等のトラブルが発生
するおそれがある。しかしながら、信頼性の高い接続を実現するためには、十分な量のは
んだが必要であるため、はんだの量を減らすことは困難である。
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【００３５】
　図６は、本実施形態に係る半導体チップを配線基板のパッドに接続する様子を模式的に
示す図である。半導体チップ１００は、半導体チップ１００Ｘとは異なり、銅ピラーバン
プ１３０を有している。すなわち、ニッケル層１３３の外周側は銅層１３２の側面よりも
外側に環状に突起し、ニッケル層１３５の外周側は銅層１３４の側面よりも外側に環状に
突起している。
【００３６】
　そのため、図６（ａ）に示すように、配線基板３１０のパッド３２０上に、銅ピラーバ
ンプ１３０がパッド３２０側を向くように半導体チップ１００を配置し、はんだ層１３６
を溶融後凝固させても、銅ピラーバンプ１３０の側面を余剰なはんだが伝わらない。すな
わち、はんだ層１３６を構成するはんだの量が多かったとしても、ニッケル層１３３及び
１３５は、銅層よりもはんだ濡れ性が悪いので、銅ピラーバンプ１３０の側面を余剰なは
んだが伝わりにくい。特に、ニッケル層１３３及び１３５に突起部を設けたことで、はん
だが伝わる部分の表面積が増えると共に半導体チップ１００までの到達距離も伸びるため
、余剰なはんだが一層伝わりにくくなる。又、仮に、余剰なはんだが銅ピラーバンプ１３
０の側面を伝わったとしても、図６（ｂ）に示すように、余剰なはんだはニッケル層１３
３の突起部で遮断され、半導体チップ１００の回路形成面１１０ａ側には到達しない。
【００３７】
　このように、銅ピラーバンプ１３０において、ニッケル層１３３がダムの役割を果たす
ため、余剰なはんだはニッケル層１３３の突起部で遮断され、半導体チップ１００の回路
形成面１１０ａ側には到達しない。その結果、半導体チップ１００の回路形成面１１０ａ
側に接触したはんだにより回路ショート等のトラブルが発生するおそれを抑制できる。
【００３８】
　なお、銅層とにニッケル層とが順次積層された積層膜を、ニッケル層１３３と銅層１３
４との間に少なくとも１層以上形成することがより好ましい。そして、積層膜において、
ニッケル層の外周側を銅層の側面よりも外側に環状に突起させる。これにより、ダムの役
割を果たすニッケル層の層数が増えるため、余剰なはんだは各々のニッケル層の突起部で
遮断され、半導体チップ１００の回路形成面１１０ａ側に一層到達し難くなる。
【００３９】
　又、以上の説明は、銅ピラーバンプ１３０において、銅層とニッケル層を積層する例を
示したが、銅とエッチングレートが異なる金属から形成された金属層であれば、ニッケル
層以外を用いてもよい。銅とエッチングレートが異なる金属として、ニッケルの代わりに
、例えば、クロム（Ｃｒ）、チタン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、コバルト（Ｃｏ）、金
（Ａｕ）、銀（Ａｇ）、白金（Ｐｔ）、パラジウム（Ｐｄ）の何れかを用いてもよい。こ
れらの中でも、Ｎｉ、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｃｏの何れかを用いることが好ましい。これら
は、銅よりもはんだ濡れ性が悪い材料であるため、銅ピラーバンプ１３０の側面を余剰な
はんだが伝わりにくいからである。
【００４０】
　〈第１実施形態の変形例１〉
　第１実施形態の変形例１では、第１実施形態とは積層構造の異なる銅ピラーバンプの例
を示す。なお、第１実施形態の変形例１において、既に説明した実施形態と同一構成部に
ついての説明は省略する場合がある。
【００４１】
　図７は、第１実施形態の変形例１に係る銅ピラーバンプを有する半導体チップを例示す
る部分断面図である。図７を参照すると、半導体チップ１００Ａは、半導体基板１１０と
、電極パッド１２０と、銅ピラーバンプ１３０Ａとを有している。銅ピラーバンプ１３０
Ａは、ニッケル層１３５とはんだ層１３６との間に銅層１３７が追加された点が、銅ピラ
ーバンプ１３０（図１等参照）と相違する。言い換えれば、銅ピラーバンプ１３０Ａでは
、ニッケル層１３５の直上に銅層１３７が積層され、更に銅層１３７の直上にはんだ層１
３６が積層されている。
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【００４２】
　銅層１３７は、電解めっき層であり、ニッケル層１３５の直上に形成されている。銅層
１３７の厚さは、例えば、２～２０μｍ程度とすることができ、好適には５～１０μｍ程
度である。銅層１３７の平面形状は、金属層１３１、銅層１３２、及び銅層１３４の平面
形状と略同一であり、銅層１３７は金属層１３１、銅層１３２、及び銅層１３４と平面視
で重複するように形成されている。平面視において、銅層１３７は、ニッケル層１３５よ
りも小面積であり、銅層１３７の外周側にはニッケル層１３５が環状に露出している。
【００４３】
　このように、はんだ層１３６の下層は銅層でも構わない。この場合も、ニッケル層１３
３の外周側は銅層１３２の側面よりも外側に環状に突起し、ニッケル層１３５の外周側は
銅層１３４の側面よりも外側に環状に突起しているため、第１実施形態と同様の効果を奏
する。
【００４４】
　〈第１実施形態の変形例２〉
　第１実施形態の変形例２では、最上層にはんだ層を設けない例を示す。なお、第１実施
形態の変形例２において、既に説明した実施形態と同一構成部についての説明は省略する
場合がある。
【００４５】
　図８は、第１実施形態の変形例２に係る銅ピラーバンプを有する半導体チップを例示す
る部分断面図である。図８を参照すると、半導体チップ１００Ｂは、半導体基板１１０と
、電極パッド１２０と、銅ピラーバンプ１３０Ｂとを有している。銅ピラーバンプ１３０
Ｂは、ニッケル層１３５の直上に、最上層として、はんだ層の代わりに金属層１３８が形
成された点が、銅ピラーバンプ１３０（図１等参照）と相違する。
【００４６】
　金属層１３８は、はんだとの接続信頼性を向上させるために設ける層であり、ニッケル
層１３５よりもはんだ濡れ性に優れた材料から形成されている。金属層１３８としては、
例えば、Ａｕ膜、Ｐｄ／Ａｕ膜（Ｐｄ膜とＡｕ膜をこの順番で積膜した金属膜）等を用い
ることができる。金属層１３８は、電解めっき法で形成してもよいし、無電解めっき法で
形成してもよい。
【００４７】
　このように、銅ピラーバンプ１３０Ｂは、はんだ層を有していなくてもよい。この場合
は、例えば、配線基板のパッド側に予めはんだを形成しておけばよい。或いは、銅ピラー
バンプ１３０Ｂを配線基板のパッドと接続する際に、銅ピラーバンプ１３０Ｂの金属層１
３８上及び／又は配線基板のパッド上に、はんだが供給されてもよい。
【００４８】
　〈第２実施形態〉
　第２実施形態では、配線基板と半導体チップが銅ピラーバンプを介して電気的に接続さ
れた半導体装置の例を示す。なお、第２実施形態において、既に説明した実施形態と同一
構成部についての説明は省略する場合がある。
【００４９】
　図９は、第２実施形態に係る半導体装置を例示する断面図である。図９を参照すると、
半導体装置１は、配線基板１０と、半導体チップ１００と、アンダーフィル樹脂２００と
を有している。配線基板１０は、絶縁樹脂等からなる絶縁層１１と、銅等からなる配線層
１２及び１３と、絶縁樹脂等からなるソルダーレジスト層１４及び１５と、はんだバンプ
１６とを有している。
【００５０】
　配線基板１０において、絶縁層１１の一方の面には配線層１２が形成され、他方の面に
は配線層１３が形成されている。又、絶縁層１１の一方の面には配線層１２を被覆するソ
ルダーレジスト層１４が形成され、ソルダーレジスト層１４の開口部１４ｘ内から配線層
１２の一部が露出している。又、絶縁層１１の他方の面には配線層１３を被覆するソルダ
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ーレジスト層１５が形成され、ソルダーレジスト層１５の開口部１５ｘ内から配線層１３
の一部が露出している。開口部１５ｘ内から露出する配線層１３には、はんだバンプ１６
が形成されている。
【００５１】
　なお、図９では、絶縁層１１は１層の絶縁層として記載しているが、絶縁層１１の部分
は多層配線基板であってもよい。多層配線基板は、例えば、複数の絶縁層と配線層とが交
互に積層され、必要な配線層同士が絶縁層を貫通するビア配線を介して電気的に接続され
た構造とすることができる。この際、多層配線基板は、コアとなる基板を有してもよいし
、コアレスの基板であってもよい。又、コアとなる基板は、ガラスエポキシ等の補強材を
有していてもよい。
【００５２】
　半導体チップ１００は、回路形成面１１０ａをソルダーレジスト層１４側に向けて（フ
ェースダウン状態で）、配線基板１０上にフリップチップ実装されている。具体的には、
半導体チップ１００の電極パッド１２０は、銅ピラーバンプ１３０を介して、ソルダーレ
ジスト層１４の開口部１４ｘ内から露出する配線層１２と電気的に接続されている。より
詳細には、銅ピラーバンプ１３０のはんだ層１３６が溶融後凝固して、ソルダーレジスト
層１４の開口部１４ｘ内から露出する配線層１２に接合されている。
【００５３】
　半導体チップ１００の回路形成面１１０ａと配線基板１０のソルダーレジスト層１４の
上面との間には、アンダーフィル樹脂２００が充填されている。アンダーフィル樹脂２０
０は、半導体チップ１００の側面の一部又は全部を被覆してもよい。アンダーフィル樹脂
２００は、半導体チップ１００の背面を露出している。配線基板１０上に、半導体チップ
１００及びアンダーフィル樹脂２００を被覆するモールド樹脂を更に設けてもよい。
【００５４】
　このように、半導体チップ１００の電極パッド１２０は、銅ピラーバンプ１３０を介し
て、ソルダーレジスト層１４の開口部１４ｘ内から露出する配線層１２と電気的に接続さ
れている。前述のように、銅ピラーバンプ１３０において、ニッケル層１３３の外周側は
銅層１３２の側面よりも外側に環状に突起し、ニッケル層１３５の外周側は銅層１３４の
側面よりも外側に環状に突起している。そのため、電極パッド１２０と配線層１２とを接
続するために、銅ピラーバンプ１３０のはんだ層１３６が溶融した際に、余剰なはんだは
ニッケル層１３３の突起部で遮断され、半導体チップ１００の回路形成面１１０ａ側には
到達しない。その結果、半導体チップ１００の回路形成面１１０ａ側に接触したはんだに
より回路ショート等のトラブルが発生するおそれを抑制できる。
【００５５】
　なお、アンダーフィル樹脂２００は、電極パッド１２０と配線層１２とを接続した後に
、半導体チップ１００の回路形成面１１０ａと配線基板１０のソルダーレジスト層１４の
上面との間に樹脂を流し込んで充填される。そこで、アンダーフィル樹脂２００がフィラ
ーを含有している場合には、ニッケル層１３３の突起部とニッケル層１３５の突起部との
間隔（銅層１３４の厚さ）よりも平均粒径の小さなフィラーを含有することが好ましい。
【００５６】
　これにより、フィラーがニッケル層１３３の突起部とニッケル層１３５の突起部との間
に挟まることを防止できる。又、フィラーを含むアンダーフィル樹脂２００がニッケル層
１３３の突起部とニッケル層１３５の突起部との間も含めた銅ピラーバンプ１３０の全体
を被覆するため、応力を分散することができる。
【００５７】
　なお、アンダーフィル樹脂２００の供給方法は上記の場合には限定されない。例えば、
フィルム状のアンダーフィル樹脂を予め配線基板１０上に配置しておき、アンダーフィル
樹脂を突き破りながら、半導体チップ１００の銅ピラーバンプ１３０を配線基板１０に接
合してもよい。
【００５８】
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　但し、上記のような、半導体チップ１００の回路形成面１１０ａと配線基板１０のソル
ダーレジスト層１４の上面との間に樹脂を流し込んで充填する方法の場合には、電極パッ
ド１２０と配線層１２とを接続する際には銅ピラーバンプ１３０の周囲は空気である。そ
のため、フィルム状のアンダーフィル樹脂を用いる方法よりも、樹脂を流し込んで充填す
る方法の場合の方が、はんだが銅ピラーバンプ１３０の側面を這い上がり易く、ニッケル
層に突起部を設けた効果（這い上がり防止効果）が顕著に現れる。
【００５９】
　なお、上記の半導体装置１の構造は一例であり、銅ピラーバンプ１３０を有する半導体
チップ１００は様々な構造の配線基板に実装可能である。又、銅ピラーバンプ１３０を有
する半導体チップ１００は、配線基板に埋め込まれても構わない。又、銅ピラーバンプ１
３０に代えて、銅ピラーバンプ１３０Ａや１３０Ｂを用いても構わない。
【００６０】
　以上、好ましい実施形態等について詳説したが、上述した実施形態等に制限されること
はなく、特許請求の範囲に記載された範囲を逸脱することなく、上述した実施形態等に種
々の変形及び置換を加えることができる。
【符号の説明】
【００６１】
１　半導体装置
１０　配線基板
１１　絶縁層
１２、１３　配線層
１４、１５　ソルダーレジスト層
１４ｘ、１５ｘ　開口部
１６　はんだバンプ
１００、１００Ａ、１００Ｂ　半導体チップ
１１０　半導体基板
１１０ａ　回路形成面
１２０　電極パッド
１３０、１３０Ａ、１３０Ｂ　銅ピラーバンプ
１３１、１３８　金属層
１３２、１３４、１３７　銅層
１３３、１３５　ニッケル層
１３６　はんだ層
２００　アンダーフィル樹脂
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